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令和６年度第３回国分寺市子ども・子育て会議 

 

日時：令和６年９月 17日（火）午後６時 30分～ 

場所：国分寺市役所 書庫棟会議室 

出席者（敬称略） 

委 員 田嶌大樹（副会長）、渡辺雅之、矢山浩輔、福羅和子 

（オンライン）川喜田昌代（会長）、双木良、殿下順子、相馬千鶴、原弘和 

事 務 局 石丸明子、千葉昌恵、桑野正樹、山元めぐみ、坂本岳人、前田典人、 

斉藤幸芳、山田憲晴、末永理彩 

 

会 長 本日もお忙しい中、また暑い中お集まりいただきましてありがとうございます。

本来なら私が対面でそちらに伺う予定でしたが、体調不良につき伺えなくなって

しまいましたので、本日の進行は田嶌副会長にお願いいたしました。どうぞよろ

しくお願いします。 

副 会 長 会長から御説明があったとおり、本日の会議進行を務めます。よろしくお願い

します。 

それでは、定刻になりましたので、令和６年度第３回国分寺市子ども・子育て

会議を開始したいと思います。会議を開催するに当たって、事務局から委員の出

欠状況をお知らせください。 

事 務 局 それでは、委員の出席について御報告いたします。本日は出席９名、欠席２名

です。つきましては、国分寺市子ども・子育て会議設置条例第７条第２項に基づ

き、国分寺市子ども・子育て会議が開催できることを確認しております。よろし

くお願いします。 

副 会 長 委員の出欠確認ができましたので、これより、令和６年度第３回子ども・子育

て会議を開催します。会議を始めるに当たり、事務局から配付資料の確認をお願

いします。 

事 務 局 それでは、配付資料について御説明いたします。 

本会議のために事前に郵送及びメールにて送付しております会議資料等につき

ましては、開催通知、次第、資料６-３-1、６-３-２です。対面で御出席の方には、

本日新たに諮問させていただきますので諮問書の写しと、前回お渡しできなかっ

た方には前回資料一式をお配りしております。オンラインで御参加の皆様には、

本日使用する資料を画面共有しながら御説明いたしますのでよろしくお願いしま

す。 

また、この度の開催通知にも記載がありましたとおり、第１回、第２回会議資

料なども御持参いただいているかと思います。これについても、必要に応じて使

用させていただきますのでよろしくお願いします。 

後ほど、子ども家庭部長から議事（１）に係る諮問書を手交させていただきま

すが、これについても画面上へ表示して御説明をさせていただきます。 
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配付資料については以上です。 

副 会 長 それでは資料の確認が終わりましたので、早速議事に入りたいと思います。本

日の議事は２件です。 

議事（1）については、事務局より諮問書の手交があるとのことですので、よろ

しくお願いします。 

事 務 局 それでは市長は公務のため不在ですので、子ども家庭部長が代読させていただ

きます。 

（諮問書読み上げ） 

以上です。よろしくお願いいたします。 

副 会 長 諮問書の手交が終わりましたので、事務局より資料の説明をお願いします。 

事 務 局 それでは、資料６-３-１を使用して御説明いたします。 

初めに、子ども・子育て支援新制度移行についてと、今回なぜ子ども・子育て

会議にお諮りしているのかについて、御説明いたします。 

資料の１「子ども・子育て支援新制度移行について」を御覧ください。 

子ども・子育て支援新制度（以降「新制度」といいますが）は、平成 27年４月

から開始され、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向

上を進めるために作られた制度です。 

従来制度と新制度の違いは、資料の中ほどに比較表がございますので、御確認

いただければと思います。 

この２つ制度の大きな違いの一つは、財政措置の方法です。 

従来制度に則った幼稚園は、都を実施主体とした私学助成による財政支援を受

けておりますが、新制度に則った幼稚園は、市を実施主体とした施設型給付とい

う給付を受けることになります。私学助成を受けている幼稚園が施設型給付を受

ける幼稚園になることを新制度移行と呼んでいます。平成 27年度に新制度が開始

された際に、認可保育園は、新制度に移行することが求められたのに対し、幼稚

園は、従来制度のままとするか、新制度移行をするかの選択肢が用意されていま

した。 

白鳥幼稚園は、平成 27年度には、新制度移行しない選択をされましたが、社会

変化や今後の子どもたちを取り巻く環境の変化を見据え、子どもたちの健やかな

成長に資する良好な環境を整備するため、令和７年度から新制度へ移行する旨の

話がございまして、準備を進めているところでございます。 

次に新制度移行のための手続でございます。 

新制度移行に当たっては、子ども・子育て支援法に基づく手続が必要です。ま

ず、市は、利用定員を定め、財政支援の対象として基準を満たしているかの「確

認」をする必要があります。そして、市が、特定教育・保育施設の確認に当たり

利用定員を定めようとするときは、あらかじめ審議会、当市であれば、本会議で

ある子ども・子育て会議の意見を聴かなければならないと定められています。こ

の子ども・子育て支援法の規定によりまして、子ども・子育て会議の皆様の御意
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見をお伺いする必要があることから、今回、お諮りしているものでございます。 

それでは、資料裏面の２「施設概要」を御覧ください。 

こちらに、白鳥幼稚園の概要を掲載しております。定員につきましては、120人

の定員であるところを、実際の利用状況を鑑みながら、３歳児は 20人、４歳児・

５歳児を 25人ずつとし、合計 70人で設定しています。 

説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

副 会 長 それでは、御意見や御質問がある方、いらっしゃいましたら挙手をお願いしま

す。 

委 員 これから制度が変わり、定員が 120名から 70名に変更になるとのことですが、

計画書において、これまでその定員数はどこかに計上されていたのでしょうか。 

事 務 局 前回の第２回会議では、次期計画における保育所、幼稚園等について議論いた

だきました。第２回資料６－２－１をお持ちの方は併せて資料を御覧ください。

13ページの１号認定における確保方策の例として表を記載しております。これま

で、白鳥幼稚園は未移行幼稚園として、「確保方策」の「未移行幼稚園」の部分に

定員数が入っておりました。それが、今回新制度に移行するということで、その

上にある「特定教育・保育施設」の欄に移ることになります。つまり、これまで

も計画には数値が計上されていましたが、今後の分類が変わるということになり

ます。 

副 会 長 他に、御意見や御質問はございますか。よろしいでしょうか。 

それでは、特定教育・保育施設の定員の設定については、事務局から示された

資料内容で妥当であるとし、委員の皆様からいただいた御意見等を踏まえ答申す

ることとします。 

答申書の文言については、私に御一任いただき、委員の皆様から御意見等をい

ただきました本日付けでの答申としたいと考えております。 

なお、答申書の内容について、本会議に報告する必要が認められた場合は、別

途本会議を開催するか、電子メール等を活用し、情報共有させていただければと

思います。 

委員の皆様よろしいでしょうか。 

それでは議事（２）に進みます。議事（２）については、前回の第２回会議の

議題であった「次期計画 第５章」の後半部分に当たります。 

事務局より資料の説明をお願いします。 

事 務 局 それでは資料６-３-２を使用して御説明いたします。少し分かりづらい部分も

ありますので、これまでの経緯も踏まえて御説明ができればと考えています。 

今、副会長から第５章というお話がありました。現行計画をお手元にお持ちの

方は御覧ください。前回の会議でも御説明させていただきましたが、第５章とい

うのは計画の中でも子ども・子育て支援事業計画部分、いわゆる量の見込みと確

保方策に当たります。前回の第２回では、保育園や学童保育所の定員や利用の見

込み、その根拠について資料をもとに御説明いたしました。 
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今回の第３回では、その第５章の残りの部分について御説明し、皆様からの御

意見を賜りたいと考えています。現行計画をお持ちの方は、120ページからが、今

回の議論に当たる部分です。資料については、これから画面共有も行いますが、

資料６－３－２を使用します。 

資料６－３－２はかなりボリュームのある資料なのですが、一旦事務局から一

通り説明させていただき、そのあとに委員の皆様からの御意見や御質問を伺いた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

 この子ども・子育て支援事業計画については、多くの事業が現行計画にも定め

られています。一方で、一部法律の改正などがあり、新たに加わった部分や変更

となった部分があります。そのようなところについて説明を加えながら、本日は

進めたいと思います。 

 資料のつくりについて、まず事業の概要を記載しています。次に量の見込みと

確保方策の算出方法について記載し、そのあとに実際の量の見込みと確保方策に

ついて記載しています。これが各事業の構成となっていますので、順を追って御

説明したいと思います。 

それでは、「利用者支援事業」から御説明いたします。現行計画では 120ページ

に当たります。利用者支援事業は、子ども及びその保護者等、又は妊婦が、教育・

保育・保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう、子ども及びその保護者

又は妊婦の身近な場所で、専門の職員が、教育・保育・保健その他の子育て支援

の情報提供及び必要に応じた相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調

整等を実施する事業です。利用者支援事業には、基本型、特定型、こども家庭セ

ンター型があります。現行計画においては、基本型、特定型、母子保健型となっ

ておりましたが、次期計画においては、母子保健型に代わり新たにこども家庭セ

ンター型となっています。こども家庭センター型については、市として新たに始

まるこども家庭センター事業が含まれるもので、これまでの母子保健の要素や児

童福祉の部分について網羅的に支援する事業となります。こども家庭センター事

業のうち母子保健機能については、こども家庭センター型と基本型、両方に係る

ような部分もありますので、またがるように記載しております。こども家庭セン

ター事業のうち児童福祉機能については、児童虐待の未然防止などを中心に行っ

ています。いずれにしても、こども家庭センター型、基本型については子育て相

談室が担当しています。特定型については、保育コンシェルジュ事業が該当し、

保育幼稚園課が担当しています。 

各年度における量の見込み及び確保方策について、この見込みと確保方策を作

成するときには、「第三期市町村子ども・子育て支援事業計画等における「量の見

込み」の算出等の考え方」という国の手引きを参考にしていますが、この手引き

に基づいて、こども家庭センター型、基本型、特定型を記載しております。この

部分はやや分かりにくいので、後ほど御質問を伺いたいと思います。 

続きまして、「時間外保育事業」について御説明いたします。現行計画では 122
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ページに記載しています。この事業は、認可保育所に通う児童が時間外でも保育

を受けられる、いわゆる延長保育を指しています。 

 量の見込みについては、認可保育所の入所児童見込者数に想定利用割合をかけ

て算出しています。確保方策については、この事業は認可保育所の在園児童を対

象にしており、定員以上のニーズはないことから、確保方策は各年度における想

定保育所定員数としています。 

 次に、「放課後子どもプラン（放課後子供教室）」についてです。現行計画では

125ページです。この事業は、学校や地域、学童保育所が連携しながら、学校の施

設を利用して、大人の見守りの中で自由に遊べる「遊びの場」、学習できる「学び

の場」、様々な体験を行い、地域の方と交流する「体験・交流の場」等、子どもた

ちが放課後の時間を過ごすことのできる居場所を提供する事業です。現在、国分

寺市内の小学校全 10校で実施しています。 

量の見込みについては、過年度において、新型コロナウイルス感染症感染拡大

防止対策の一環として当事業の利用制限をした時期があり、見込み量が一時的に

減少してから増加に転じている現状を踏まえ、令和５年度実績値に人口推計にお

ける児童の増減割合をかけて算出しました。令和７年度から９年度にかけては、

人口推計における児童数が概ね同数であることから量の見込みも同数としていま

す。令和 10年度以降は児童数が減少する見込みのため、併せて量の見込みも減少

しています。確保方策について、当事業ではこの事業を必要としているお子さん

を全て受入れることを想定しておりますので、量の見込みと確保方策を同数とし

ています。 

続きまして、「子育て短期支援事業（ショートステイ事業）」です。現行計画で

は 126 ページです。この事業は、保護者の疾病等の理由により家庭において養育

ができないとき、児童養護施設等で短期間、子どもを預かり、必要な支援を行う

事業です。量の見込みについては、過年度実績から想定利用日数を 65 日と設定

し、確保方策については、年間利用可能日数としています。 

次に、「乳児家庭全戸訪問事業」についてです。現行計画では 127ページです。

この事業は、生後 120 日までの乳児がいる全ての家庭を訪問し、乳児の発育・栄

養・生活環境・疾病予防等、育児上重要な事項及び産婦の健康状況・生活環境・

疾病予防等、産後に必要な事項について、情報提供を行うことや、必要なときに

適切なサービスへ結びつけることにより、母子の健康の保持・増進を図り、安心

して育児に臨むことができるよう支援する事業です。 

量の見込みについては、当事業において子どもが生まれた全ての家庭に対し訪

問する必要があるため、令和７年度から 11年度までの人口推計の０歳児と同数と

しています。確保方策については、生後 120 日までの乳児がいる全ての家庭を訪

問する事業のため、見込まれる量に対して訪問します。 

続いて、「養育支援訪問事業」です。現行計画では 128ページです。この養育支

援訪問事業は、保護者が安心して出産、子育てができる環境づくりと、育児不安
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や産後うつ症状等への予防・ケアを目的として、養育支援が特に必要であると認

められる家庭を訪問し、適切な養育の実施を確保するための事業です。 

後ほど御説明する内容にも共通しますが、児童福祉法が改正されたことにより、

児童虐待の視点も含めた産後ケアが重視されており、そのうちの一つの事業とし

て、この養育支援訪問事業が位置付けられています。 

量の見込みは、当該事業の過年度実績から想定訪問世帯数を 120 世帯と設定し

ます。児童人口推計は減少傾向にありますが、今後、利用対象要件が広がること

等で当事業の利用率が上がる見込みのため、令和７年度から 11年度までは同数に

設定しています。確保方策については、当事業は必要な時に実施するものである

ため、見込まれる量に対して訪問します。 

次に、「子育て世帯訪問支援事業」です。こちらは次期計画においては新規事業

となります。この事業は、家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家

庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭

が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施すること

により、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐ事業です。

資料にも記載のとおり、令和４年６月の児童福祉法の改正に伴い、養育支援訪問

事業のうち、育児・家事援助部分が令和６年４月に当事業へ移行しました。つま

り、事業の実態としてはすでに養育支援訪問事業で実施していたものですが、そ

れが今回、育児・家事援助部分が子育て世帯訪問支援事業になったということで

す。 

量の見込みについては、もともと行っていた養育支援訪問事業における育児・

家事援助部分の過去４年度分の実績値の平均から算出します。児童人口推計は減

少傾向にありますが、今後、利用対象要件が広がることで当事業の利用率が上が

る見込みのため、令和７年度から 11年度までは同数に設定しています。確保方策

については、当事業は必要に応じて実施するものであるため、見込まれる量に対

して訪問します。 

続いて、「親子関係形成支援事業」です。こちらも、次期計画における新規事業

です。この事業は、子どもとの関わり方や育児に不安等を抱える未就学児の保護

者が、親子の関係性や発達に応じた子どもとの関わり方等の知識や方法を身に着

けるため、同じ悩みや不安を抱える保護者同士で悩みや不安を相談・共有し、情

報の交換ができる場を設けることで、健全な親子関係の形成に向けた支援を行う

事業です。この事業も次期計画においては新規事業ですが、本市ではすでに事業

として行っていましたので、それをこちらに落とし込んでいます。 

量の見込みについては、過去実績値の平均から算出した対象世帯数を対象児童

数で割った値を推計利用率とし、その値に各年度の推計児童数をかけて算出しま

す。本来国が示している児童というのは、５歳以上も対象としているのですが、

本市で現在実施している事業は５歳までとなっているため、対象世帯数はそれに

合わせて計算しています。確保方策について、必要に応じて対応できる体制を整
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えているため、量の見込みと確保方策は同数としています。一点訂正とお詫びで

すが、各年度における量の見込み及び確保方策について、単位が「延べ訪問世帯

数」となっていますが、本市で行っている事業は訪問するのではなく、事業を実

施する会場に来ていただくものですので、正しくは「実利用世帯数」です。 

続きまして、「児童育成支援拠点事業」です。令和４年の児童福祉法改正により、

令和６年４月から新たに「子育て世帯訪問支援事業」「児童育成支援拠点事業」「親

子関係形成支援事業」の３つの事業が新設されました。本来であればこれらの３

つの事業全てを次期計画に位置付けが必要となりますが、このうち、「児童育成支

援拠点事業」については、本市では要件を満たす事業が現在実施できていない状

況です。また、今後についても具体的な実施の目途が経っていないことから、実

施についても今後検討したいと考えています。この事業は、養育環境等に課題を

抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、当該児童の居場所となる場

を開設し、児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、生活習慣の形成や学習

のサポート、進路等の相談支援、食事の提供等を行うとともに、児童及び家庭の

状況をアセスメントし、関係機関へのつなぎを行う等の個々の児童の状況に応じ

た支援を包括的に提供することにより、虐待を防止し、子どもの最善の利益の保

証と健全な育成を図ることを目的に実施する事業です。 

この事業について、一部は本市においても実施していたり、関連する事業を実

施したりしていますが、国が求める要件に基づいてできているものが今ない状況

ですので、今後国に合わせた事業ができるのか、今行っている事業を国の求める

ものに一致させることができるのかについて、現在検討しています。そのため、

本市でも全くやっていないということではないのですが、求められる要件に合致

していないという実態があり、今後本市としてもこの取組について検討を進めた

いと考えておりますので、御承知おきいただければと思います。 

次に、「地域子育て支援拠点事業」です。現行計画では 129ページです。この事

業は、妊婦、乳幼児とその保護者が相互に交流を行う場所を開設し、子育てにつ

いての相談を受けることや、情報の提供、助言その他の援助を行う事業です。本

市では、業務委託・指定管理者など、様々な運営形態の地域子育て支援拠点事業

を実施しています。これは、親子ひろばが該当します。 

量の見込みについては、子どもの地域子育て新拠点事業利用者数と、それに同

伴する保護者の地域子育て新拠点事業利用者数を足して算出します。確保方策に

ついては、量の見込みに応じて量を確保します。 

続きまして、「一時預かり事業」です。現行計画では 130ページです。この事業

は、日常生活上の突発的な事情や社会参加等により、一時的に家庭での保育が困

難となった乳幼児について、主として昼間に、認定こども園、幼稚園、保育所、

地域子育て支援拠点その他の場所において、一時的に預かる事業です。本市では

認定こども園は現在ございませんが、今後を見据えて事業概要には記載しており

ます。 
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量の見込みについて、幼稚園における在園児を対象とした一時預かり事業と幼

稚園以外における一時預かり事業を分けて算出します。それぞれ幼稚園型と幼稚

園型以外と呼びます。幼稚園型の量の見込みについては、想定幼稚園利用者数と

過去実績から算出した幼稚園利用者のうちの幼稚園型一時預かり利用者割合及び

年間利用日数をかけて算出します。幼稚園型以外の量の見込みは、保育所を利用

していない児童数と過去実績値から算出した利用割合をかけて算出します。やや

分かりづらいかと思いますが、幼稚園型については在園児を対象とした預かりで、

幼稚園型以外の預かりについては、保育園を利用していない児童が利用するため

の預かりで保育所に入所している児童は利用できないことから、保育所の利用児

童数を引いて算出しています。 

確保方策について、幼稚園型については、在園児を対象としていることから、

各幼稚園にて見込まれる量について確保します。幼稚園型以外については、現在

一時預かり事業を実施している認可保育所等にて確保します。 

次に「病児保育事業（病児・病後児保育事業）」です。現行計画では 132ページ

です。この事業は、病院又は保育所に付設された専用スペースにおいて、病児及

び病後児を一時的に預かる事業です。 

量の見込みは、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策の一環として実施

した利用制限を解除したことより、利用制限前の水準に戻りつつあることから、

直近の実績等をもとに令和６年度の利用見込み量を算出し、令和７年度以降は、

広域利用施設も含めて全体で毎年度約３％ずつ増加する見込みとしました。確保

方策については、広域利用施設を含む病児・病後児保育の定員数に病児・病後児

保育施設の年間稼働日数をかけて算出します。量の見込みに対して確保量がかな

り多くなっていますが、受け皿として常に使えるように用意をしておりますので、

このような数字になっています。 

続きまして、「ファミリー・サポート・センター事業」です。現行計画では 133

ページです。この事業は、乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者等

を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する方、利用会員と当

該援助を行うことを希望する方、援助会員との相互援助活動に関する連絡、調整

等を行う事業です。 

量の見込みは、推計児童数に利用意向率と令和５年度の実績値から算出した平

均利用回数をかけて算出します。利用意向率とは、令和５年度に実施したアンケ

ート調査回答者のうち、当事業を「利用したい」と回答した人の割合です。確保

方策については、各年度の推計援助会員数に同援助会員の年間平均利用回数をか

けて算出します。この事業に関しては、令和７年度から 10年度までは、量の見込

みに対して確保方策が十分にできていない見込みになっています。本市としては、

量の見込みに対して十分な確保ができるよう、援助会員を少しずつ増やせるよう

に対策を取りまして、令和 11年度までには量の見込みに対して確保ができること

を想定しています。 
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次に、「妊婦健康診査事業」です。現行計画では 134ページです。この事業は、

指定医療機関等において妊婦の健康診査を行うことで、健康管理を促し、妊婦及

び乳児の死亡率の低下、流産・死産の予防を図る事業です。妊娠の届出の際に母

子健康手帳交付と併せて、公費負担の対象となる妊婦健康診査・超音波検査・子

宮頸がん検診の受診票を交付します。 

量の見込みについては、全ての妊婦が公費負担の対象となる妊婦健康診査、妊

婦超音波検査、子宮頸がん検診を受けられる必要があるため、推計児童数を基に

算出しました。確保方策については、受診対象者全員が受診できるように、見込

まれる量に対して体制を確保します。 

最後に、「実費徴収に係る補足給付を行う事業」について、現行計画では 136ペ

ージです。この事業は、全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とし、

保護者の所得状況等を勘案して、保護者が幼稚園等へ支払う副食材料等の実費徴

収費用について補助する事業です。令和元年 10月１日から開始された幼児教育・

保育の無償化に伴い、保護者の負担軽減のため、副食材料費の実費徴収費用につ

いての補助事業を実施しておりますが、次期計画期間においても、国等の動向を

勘案しながら、実費徴収に係る補足給付事業を実施していきます。こちらは利用

申請があればそれに対応していく制度で、量の見込みや確保方策は設定していま

せん。 

以上、説明が長くなり恐縮ですが、資料の説明とさせていただきます。 

副 会 長 事務局の説明が終わりました。御意見や御質問がある方は挙手をお願いします。 

委 員 「子育て世帯訪問支援事業」について、乳幼児がいる家庭については出生届や

健診などで把握できるのかと思うのですが、ヤングケアラーの状況把握はなかな

か難しいのではないかと思います。どのようにヤングケアラーの実態を把握する

のか教えてください。 

また、「ファミリー・サポート・センター事業」について、量の見込みに対して

確保方策が不足していて、これは援助会員の方の確保が課題となっているのでは

ないかと思います。私もこの事業を利用したことがありますが、援助会員の方と

合う、合わないというのもありますので、できれば援助会員の方が多くいらっし

ゃると良いなと思います。今後、援助会員の方を増やすために、どのような考え

があるのか、教えてください。 

事 務 局 子育て相談室です。一点目の「子育て世帯訪問支援事業」におけるヤングケア

ラーの実態把握について回答します。本市においては、子ども家庭支援センター

が要保護児童対策地域協議会の調整機関として、各関係機関と連携して、地域の

子どもたちの状況について把握をしています。要保護児童対策地域協議会におい

ては市内小中学校とも連携して、情報収集や情報共有を行っており、その仕組み

の中で、ヤングケアラーの可能性がある、ヤングケアラーである子どもについて

も把握できる体制を整えています。 

次の二点目、「ファミリー・サポート・センター事業」について、援助会員の確
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保が課題ではないかという御意見をいただきましたが、市としてもその点が大き

な課題であると考えています。この援助会員を増やす仕組みについて、令和７年

度以降については、これまで一つの事業者に業務委託していたものを、親子ひろ

ば事業とセットで業務委託することを検討しています。親子ひろば事業とセット

で実施することで、まず親子ひろばの中で預け合いを体験していただいて、それ

をきっかけに援助会員につなげていただければと考えています。 

委 員 他の事業についても質問がありますが、まず関連して、一点目「ファミリー・

サポート・センター事業」について質問です。この事業は第４章の部分でも現行

計画の通番 41に記載があって、年々利用者が減っている状況であると認識してい

ます。現行計画において、令和５年度の量の見込みと確保方策は 5,878 人となっ

ていますが、次期計画はそれよりも少なく設定されています。実績として令和５

年度は 4,525 人とのことなので、それをベースにしているのかもしれませんが、

量の見込みについて少し下げすぎのような気がします。援助会員の確保に向けて

対策をしていただけるということは先ほど伺いましたが、この事業についてもっ

とアピールした方が良いのではないかと個人的には思います。 

二点目は「放課後子どもプラン」についてです。この事業についてはコロナ禍

で利用者数が減り、最近になって利用者数がコロナ禍前に戻り始めたと理解をし

ています。この量の見込みについて、令和５年度の実績にかなり近い数字で設定

しているようですが、コロナ禍からの回復後の量の見込みとして、この数値が妥

当なのか気になります。放課後子どもプランを実施するに当たって、ある程度予

算を組んでいると思うのですが、量の見込みを超過して利用があった場合はどう

なるのでしょうか。その点を考えると、量の見込みをもう少し増やしても良いの

ではないかと思いました。 

三点目は「養育支援訪問事業」について、こちらもコロナ禍から回復して訪問

世帯数は増えているのではないかと思うのですが、令和５年度の実績が 172 であ

るのに対して、令和７年度以降の量の見込みが 120 となっている理由について、

詳しく教えてください。 

事 務 局 子育て相談室です。一点目「ファミリー・サポート・センター事業」の量の見

込みについて、現行計画の量の見込みより減少していますが、アンケート調査結

果の分析や実際の援助会員の活動、児童人口減少などを勘案して設定いたしまし

た。一方で、確保方策について、ニーズに追い付いていないという状況もありま

すので、先ほど申し上げた援助会員の確保や、利用会員・援助会員の利便性の向

上などの課題の解決に向けて、取り組んでいきたいと思います。 

委 員 確保方策の算出方法について、各年度の推計援助会員数に同援助会員の年間平

均利用回数をかけて算出すると記載がありますが、援助会員の年間平均利用回数

は、援助会員の延べ利用回数を援助会員数で割って算出したものだと思うので、

これはほとんど実績値と変わらないのではないかと思います。確保方策の算出方

法はこれで適切なのでしょうか。 
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事 務 局 令和５年度について、現行計画では 5,878 人でしたが、実績としては 4,525 人

となっています。現行計画と実績には大きな乖離があったため、実態に合わせて

令和７年度以降の量の見込みと確保方策を設定しているのですが、この見込み量

も確保量も、両方ともに消極的な設定になっているのではないか、という御意見

ということでよろしいでしょうか。 

委 員 はい、そのように思います。 

副 会 長 他に、「ファミリー・サポート・センター事業」について御意見や御質問はござ

いますか。よろしいでしょうか。量の見込みと確保方策について、今までに出た

御意見を踏まえて、御検討を進めていただければと思います。 

では次に、「放課後子どもプラン」について、量の見込みと確保方策の考え方に

ついて、事務局お願いします。 

事 務 局 この事業の担当は社会教育課ですが、不在のため子ども若者計画課から回答し

ます。この事業の実施に当たっては、各学校の実施委員会の方たちが計画を立て

て実施をしています。事業の実施日について、学校が利用できる日や実施委員会

が実施できる日などの都合もありまして、学校によって実施日数は異なりますが、

だいたい年間最大 180 日ほど実施できる見込みとなっています。１回当たりの参

加児童数についても学校によって異なりますが、それを 10校積み上げたものがこ

の数値です。令和５年度の実績が 85,000人程度まで伸びておりまして、令和５年

度は中止になることも少なかったので、令和７年度、令和８年度とさらに１回当

たりの参加人数を増やしたいという意向が見られるかと思います。以上のことか

ら量の見込みについては、およそ妥当な数値ではないかと考えています。 

予算については、各学校が予算措置の段階で自分たちが実施できる人数、日数、

事業内容を決めて見積もりを出しておりますので、それを超えての実施はできず、

各学校が予算の範囲内で事業を実施しています。 

副 会 長 今の内容に関連して、御意見や御質問などはございますか。 

私から一点伺いたいのですが、今のお話だと確保方策が先にあって、それに対

して参加している児童の人数を量の見込みとしているのだと思います。児童の参

加希望と言いますか、ニーズがどれくらいあるかというのは見えているのでしょ

うか。 

事 務 局 実施委員会の方に状況を聞くと、あふれているという状況ではなく、むしろ高

学年になるにつれ、参加者数が減っていく傾向があるので、事業の実施日にいか

に多くの児童に参加してもらえるのかが課題となっているようです。 

副 会 長 では、運営としては余裕がある状況ということでしょうか。運営側としては、

現在の参加者は少ないイメージがあるのでしょうか。 

事 務 局 いえ、実施委員会の方たちも、毎年委員を集めることも大変な状況です。しか

し、その中でも、実施するのであれば少しでも多くの児童に参加してもらいたい

ため、工夫できないかと検討している状況です。 

副 会 長 運営されている方々の思いや願いと、実際に行われている運営に、現場として
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課題があるように思いますので、工夫や検討が進んでいくと良いと思いました。 

委 員  私の周囲の一例にはなりますが、放課後子どもプランの実施日に、日によって

違うとは思いますが、１回当たり 30人くらいが自由に校庭で遊んでいる様子でし

た。保護者としてはもう少し増やしたいという気持ちは確かに分かりますが、数

値として見ると、10校あって実施日数も多いので、積み上げると事業として成り

立っているのかなと個人的には思います。 

副 会 長 他に「放課後子どもプラン」について、御意見や御質問がある方はいらっしゃ

いますか。よろしいでしょうか。では、「養育支援訪問事業」について、量の見込

みが令和５年度実績よりも減少している点について、事務局から説明お願いしま

す。 

事 務 局  「養育支援訪問事業」について、これまでは訪問して相談を受けるだけでなく、

育児・家事援助を行っておりました。こちらが児童福祉法の改正により、「子育て

世帯訪問支援事業」に移行したことで、令和７年度以降、当事業については訪問

相談のみの数字ということになります。これまでの実績には、育児・家事援助部

分も含まれているということで、次期計画と数値に差があります。 

量の見込み及び確保方策の 120 世帯というのは、訪問回数を実績より少し増や

して見込んでいるものです。この事業について、国の実施要項を見ますと、「保護

者の養育を支援することが特に必要と認められる児童、もしくは保護者に監護さ

せることが不適当であると認められる児童及びその保護者、または出産後の養育

について、出産前において、支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、

その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関す

る相談、指導、助言、その他必要な支援を行う事業」となっています。つまり、

この対象となっている世帯というのは、特に養育に対する支援が必要な家庭とい

うことになります。当課においては、様々な子育て支援事業がありますが、それ

らを実施したうえでさらに支援が必要な方々が一定数いらっしゃいます。しかし、

その家庭が増えていけばいいかというとそうではないと考えておりますので、令

和７年度以降の量の見込みを増加させるのではなく一定数に設定しています。 

説明は以上です。 

委 員  量の見込みと確保方策を 120 に設定した理由や、令和７年度以降一定数に設定

した理由については理解しました。量の見込みと確保方策について、過去実績か

ら算出しているとのことですが、新型コロナウイルス感染症の影響はあるのでし

ょうか。 

事 務 局 当事業においては、もともと複合的な課題があって支援が必要な方を対象とし

ておりますので、新型コロナウイルス感染症による影響は、あまり多くはありま

せんでした。 

副 会 長 これに関連して、御意見や御質問はございますか。よろしいでしょうか。それ

では、広く、他に御意見や御質問がある方はいらっしゃいますか。 

委 員  「病児保育事業」について、令和５年度実績が 966 と、利用者としては減少し
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ているのかなと思うのですが、新型コロナウイルス感染症の流行などでなかなか

病児を保育所等に預けづらい状況で、また在宅勤務なども広まっていることから

実績値が計画よりも下がるというのは実感としてもあります。そこから次期計画

において、令和７年度の量の見込みは 1,450 となっていますが、実績から見ると

少し乖離があるように思えます。これはどのような根拠で設定されたのか、もう

少し詳しく教えてください。 

事 務 局 保育幼稚園課です。令和５年５月に新型コロナウイルス感染症の取扱いが５類

に移行して、年度の途中から制限を緩和して受入を行っていましたが、令和５年

度は回復傾向にはあってもそこまで通常の状態には戻りませんでした。しかし、

令和６年度になってから、かなり利用者が戻ってきている状況でして、令和６年

４月から６月の利用状況を基準にして、これまでの各月の増減傾向などを加味し

ながら、年間の利用見込み量を算出しました。それを基準にして、令和７年度以

降の量の見込みを算出しております。 

副 会 長 他に御意見や御質問はございますか。 

委 員 「乳児家庭全戸訪問事業」なのか「養育支援訪問事業」に当たる部分なのか分

かりませんが、１歳半健診でお子さんの発育や発達について、保健師さん等にみ

ていただく機会があるかと思いますが、１歳半だとまだこのお子さんがどういう

発達をしているのか、発育に問題がないのかという見極めが大変難しいのではな

いかと思います。幼稚園のお子さんをお預かりするに当たって、入園前の２歳過

ぎのお子さんの中で、もしかして支援が必要なのではないかと思われるお子さん

がいらっしゃいますが、多くの保護者の方は１歳半健診では発育に問題ないと言

われたとおっしゃいます。そして、保護者の方も気づいていらっしゃらないこと

が多くあります。お子さんの発達が年齢に応じたものであるかどうか、保護者の

方が判断するのはなかなか難しいと思いますので、気づかない方が多いのではな

いかと思います。ただ、幼稚園の入園を控えた時期に初めてそういうお話をさせ

ていただくと、保護者の方は大変困惑されます。そのため、１歳半健診でもし気

づくことがあれば、ぜひその点のフォローをしていただきたいと思います。保護

者の方が気づかないまま過ごされて、１歳半から２歳半、３歳の入園を迎えると

いうのではなく、１歳半でもし見極めがはっきりできないようなお子さんがいら

っしゃったら、この「乳児家庭全戸訪問事業」や「養育支援訪問事業」でサポー

トしていただけたらと思います。保護者の方は我が子の発達に不安があることを

認めることも勇気が必要ですし、保健センターなどを訪ねることもハードルが高

いのではないかと思います。この点がもっと充実していれば、幼稚園に入園する

直前にこちらから声をかけさせていただかなくても、１歳半健診から１年の間に、

お子さんにとって適した判断や支援ができるのではないかと思いますので、ぜひ

御検討ください。 

以上です。 

事 務 局 子育て相談室です。貴重な御意見ありがとうございます。今お話いただいた内
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容について、１歳半健診で気になるお子さんがいた場合には、子育て相談室の地

区担当保健師が把握できるように努め、また３歳児健診の前に何かできる支援が

あれば、行っていきたいと思います。いただいた御意見については、受け止めさ

せていただきまして、今後の母子保健の推進に努めていきたいと思います。あり

がとうございます。 

副 会 長 他に御意見や御質問がある方はいらっしゃいますか。 

委 員 私は、保健師さんたちはとてもたくさんのお子さんたちを、本当によく見てい

ただいていて、とても活躍してらっしゃると思います。実際、手が回りきらない

というのが現状ではないかなと思うこともありまして、保健師さん自身、その点

は歯がゆく感じていらっしゃるのではないかと思います。うちを訪問される方の

中にも、保健師さんが同行される方も大いに増えている状況で、一人で担当する

お子さんの数というのが非常に多いのではないかと思います。そのような状況が

ありますので、保健師さんを増やす取組など考えていただければと思います。今、

委員がおっしゃったお考えは本当に大事なことで、乳幼児期をどう過ごすのか、

どう保護者の方が考えて養育されるのかということは非常に重要なことだと思い

ます。その中で、お子さんの人数に対して担当する保健師さんが少なくて大変な

のではないかという懸念がありますので、ともに応援しながら進めさせていただ

きたいなと思います。個人的な意見ではありますが、保健師の皆様は本当によく

頑張ってくださっているなと思います。 

以上です。 

副 会 長 他に、御意見や御質問はございますか。よろしいでしょうか。 

それでは、事務局から示された資料内容で妥当であるとし、委員の皆さんから

いただいた御意見等を踏まえ答申することといたします。 

ただ、先ほどの議題と異なり、議事（2）は、前回会議と、今回の会議とで、多

くの時間をかけて議論してきたため、答申については、皆さんと、内容を確認す

る機会をもちたいと思います。 

事務局にこれまでの会議での議論を踏まえた答申書案を作成してもらいますの

で、次回の会議において、その答申書案を確認する流れとしたいと思いますが委

員の皆さんよろしいでしょうか。 

長時間にわたりありがとうござました。本日予定していた議事は以上になりま

す。 

では、事務局より、「２ その他」についてお願いします。 

事 務 局 長時間にわたりありがとうございました。 

次回の会議についてお知らせします。次回は 10月 15日（火）午後６時 30分か

ら書庫棟会議室と、本日と同じになります。 

本日の議論では、膨大な資料を提示させていただきましたので、もしかしたら

この後にお気づきの点や御質問などが出てくるかもしれません。本日御欠席の委

員の方からも、後日メールで意見を出しても良いかと御相談もいただいておりま
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して、もし御意見等ございましたら、９月 20日（金）までにメールいただければ

と思います。その場合は、その御意見を踏まえた上で答申書案を作成させていた

だきたいと思います。 

次回の議題については、大きくわけて２つありまして、１つ目としては、前回

の第２回会議と今回の第３回会議において議論いただいた次期計画第５章部分の

諮問に対する答申内容について２つ目としては、第１・２回に行いました現行計

画評価の続きを予定しております。具体的に申し上げますと、第１・２回会議に

おいて委員の皆様からいただいた意見を会議の意見としてまとめるに当たっての

内容確認と、まだ評価を行っていない第Ⅲ章以降の評価となります。 

次回の会議についても、２時間程度を想定しております。お忙しいところお手

数ですが、御出席の程よろしくお願いします。 

以上です。 

会 長 それでは、以上を持ちまして、本会議を閉会といたします。本日はありがとう

ございました。 

―― 了 ―― 


